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第３回定例会には、平成25年度補正予算関係１件、条例関係３件、人事案件２件、その他案件
２件の合計８件が市長から上程され、請願２件を提案しました。このうち人事案件２件の「土
岐市功労章の授与について」は、中小企業振興功労により旭日双光章を受章されました加藤半
一郎さん（土岐津町）、更生保護功労により瑞宝双光章を受章されました金津保さん（泉町）へ
の授与を２日目に可決しました。また今定例会に上程されました予算関係、条例関係、その他
の案件、請願の８件は、各常任委員会に付託され、６月17日、18日に審査し、本会議において、
請願については不採択、その他は、原案のとおり可決しました｡
本会議での採決状況及び結果につきましては、８ページのとおりです。

平成25年第３回定例会報告平成25年第３回定例会報告平成25年第３回定例会報告

第
２
常
任
委
員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し
た
議
案

は
、
補
正
予
算
関
係
１
件
、
条
例
関
係
１
件
、

請
願
１
件
で
あ
り
ま
し
た
。

☆
平
成
25
年
度
土
岐
市
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
一
号
）
所
管
部
分

質
疑 

企
業
立
地
対
策
事
業
の
事
業
所
設
置

奨
励
金
に
つ
い
て
、
企
業
は
奨
励
金
を
ど
の

よ
う
に
受
け
取
る
の
か
。

答
弁 

こ
の
奨
励
金
に
つ
い
て
は
、
今
年
度

の
予
算
で
い
う
と
平
成
24
年
度
に
納
め
ら
れ

た
固
定
資
産
税
等
に
対
し
平
成
25
年
度
に
交

付
金
と
し
て
支
給
す
る
も
の
で
あ
る
。

質
疑 

こ
の
奨
励
金
に
対
す
る
国
の
補
助
は

ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

答
弁 

こ
れ
は
市
独
自
の
企
業
誘
致
の
た
め

の
施
策
で
あ
り
、
全
て
単
費
で
あ
る
。

☆
土
岐
市
道
路
占
用
料
等
徴
収
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

質
疑 

太
陽
光
発
電
や
風
力
発
電
で
の
道
路

の
占
用
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
ど
の
よ
う

な
場
所
を
想
定
し
て
い
る
の
か
。

答
弁 

道
路
の
法
面
や
歩
道
の
通
行
に
支
障

の
な
い
場
所
が
想
定
さ
れ
る
。

☆
Ｔ
Ｐ
Ｐ
へ
の
参
加
に
反
対
す
る
請
願
に
つ

い
て意

見 

こ
れ
か
ら
は
、
農
業
を
保
護
す
る
と

委
員
会
報
告

委
員
会
報
告

い
う
よ
り
、
農
業
の
改
革
と
い
っ
た
部
分
が

何
よ
り
必
要
に
な
り
、
地
域
経
済
の
活
性
化

と
い
う
面
か
ら
も
、
製
造
業
だ
け
で
な
く
農

業
に
つ
い
て
も
積
極
的
に
活
用
す
る
必
要
が

あ
る
。

意
見 

美
濃
焼
の
振
興
に
つ
い
て
も
業
界
か

ら
、
今
後
海
外
進
出
も
視
野
に
、
力
を
入
れ

て
い
き
た
い
と
の
こ
と
で
あ
り
、
不
採
択
と

し
た
い
。

第
１
常
任
委
員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し
た
議
案

は
、
補
正
予
算
関
係
１
件
、
条
例
関
係
２
件
、

そ
の
他
の
案
件
２
件
、
請
願
１
件
で
あ
り
ま

し
た
。

☆
平
成
25
度
土
岐
市
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
一
号
）
所
管
部
分

質
疑 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業
助
成
金
を

財
団
法
人
自
治
総
合
セ
ン
タ
ー
か
ら
受
け
入

れ
る
と
あ
っ
た
が
そ
の
内
容
は
。

答
弁 

宝
く
じ
の
社
会
貢
献
広
報
事
業
と
し

て
要
綱
の
定
め
に
よ
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活

動
の
備
品
整
備
、
安
全
な
地
域
づ
く
り
、
公

共
性
の
ま
ち
づ
く
り
等
々
の
活
動
に
対
す
る

支
援
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。

☆
土
岐
市
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

質
疑 

世
帯
割
額
を
減
額
す
る
改
正
が
恒
久

化
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
。

答
弁 

恒
久
化
さ
れ
る
の
は
、
基
準
額
を
算

定
す
る
計
算
方
法
で
あ
り
、
６
年
目
か
ら
の

３
年
間
の
金
額
に
つ
い
て
、
２
分
の
１
で
あ

っ
た
も
の
を
４
分
の
３
に
す
る
世
帯
割
額
の

減
額
は
、
恒
久
化
で
は
な
い
。

☆
中
学
校
パ
ソ
コ
ン
教
室
用
の
パ
ソ
コ
ン
等

の
取
得
に
つ
い
て

質
疑 

落
札
率
が
か
な
り
高
い
が
。

答
弁 

ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
の
設
定
関
係

で
、
既
設
の
サ
ー

バ
ー
内
デ
ー
タ
の

移
行
、
新
た
な
動

作
確
認
等
の
人
件

費
を
伴
う
業
務
が

多
く
あ
り
、
そ
の

人
件
費
関
係
は
値

引
率
が
非
常
に
低

く
、
そ
の
結
果
で

あ
る
。

☆「
治
安
維
持
法
犠
牲
者
国
家
賠
償
法
」（
仮

称
）
が
制
定
さ
れ
る
よ
う
政
府
に
対
す
る
意

見
書
の
採
択
を
求
め
る
請
願
に
つ
い
て

意
見 

治
安
維
持
法
だ
け
が
戦
時
下
の
犠
牲

者
で
は
な
い
。
原
爆
や
空
襲
で
被
害
に
あ
っ

た
人
も
犠
牲
者
で
あ
り
、
治
安
維
持
法
だ
け

が
突
出
す
る
、
こ
の
請
願
に
は
賛
成
で
き
な

い
。意

見 

治
安
維
持
法
国
家
賠
償
法
が
制
定
さ

れ
れ
ば
、
従
軍
慰
安
婦
等
の
賠
償
に
も
波
及

し
、
ひ
い
て
は
再
び
戦
争
を
し
な
い
と
こ
ろ

に
帰
結
す
る
、
こ
の
請
願
に
は
賛
成
す
る
。

第
１
常
任
委
員
会

第
２
常
任
委
員
会


